
有田町の住まい等に関する支援

相談・申請は有田町まちづくり課（本庁舎３階)まで
電話：０９５５－４６－２９９０
メール：machidukuri@town.arita.ne.jp



有田町内に新築で住宅を取得され、定住される場合、
奨励金を交付します。

定額部分

３０万円

転入者加算：５０万円

有田町外に直近３年居住されてい
た方

子育て世帯加算：１０万円／人

申請時に、同居する中学生以下
の方の人数に応じて

町内業者施工加算：３０万円

有田町内に本店または営業所を
置く建築業者の施工の場合

新婚世帯加算：１０万円

居住開始より前２年以内に婚姻さ
れた場合

※令和５年度以降の内容です。

≪要件≫

 居住後５年以上有田町に居住
する意思があること

 税等の滞納がないこと
 過去に定住奨励金を受けてい
ないこと

※住宅取得後６か月以内に申請

≪対象住宅≫

 玄関、キッチン、居間、浴室、ト
イレがあり、５０㎡を超える物件

 １戸建て住宅で取得費用が５０
０万円以上のもの



定額

１０万円

※令和５年度以降の内容です。

≪要件≫

 空き物件インフォメーションへ登録し
た空き家を移住される方が購入した
場合（提供者）

 空き物件インフォメーションに登録さ
れた空き家を購入し移住される場合
（移住者）

 空き家の持ち主と３親等以内の親族
でない方

 税等の滞納がない方
 過去に本奨励金の交付を受けていな
い方

空き家の利活用を促すため、空き家の提供者及び空き家への移住者
（個人）に対して奨励金を交付します。

※空き家の提供者は、所有権移転登記後２か月以内に申請
※空き家への移住者は、有田町へ転入後２か月以内に申請

定額部分

２０万円

転入者加算：１０万円

有田町外に直近３年居住され
ていた方

空家の提供者

空家への移住者

※空き家の買い手が移住者である
必要があります。



※令和５年度以降の内容です。

改修費用：改修経費の１／２（上限５０万円）

不要物撤去費：撤去費全額（上限１０万円）

≪対象者≫

 空き物件インフォメーションに登録された空き家を購
入し移住される方で空き家を改修される方

 税等の滞納がない方
 ３親等以内の親族間において、売買契約を締結して
いないこと

 過去に本補助金の交付を受けている方

空き物件インフォメーションに登録された空き家を購入
し移住する方が空き家を改修される場合、改修費及び
不要物撤去費を補助します。

≪備考≫

 改修に係る施工業者については、有田町
内に本店、支店または営業所等がある施
工業者に限ります。

 不要物の撤去については、有田町が許可
した町内の一般廃棄物処理業者によるも
のに限ります。

 不要物撤去費のみの申請はできません。

※外構工事（住宅以外の車庫、カーポート、太陽光パネ
ル、庭園等）や家具・家電の（カーテン、テレビ、エアコン
等）の購入・設置、消耗品の交換、故障修理等は対象
外です。



佐賀県外から有田町に移住された方で
一定の条件を満たす方に移住支援金を
交付します。

※有田町へ事前相談が必要です。



 有田町に移住する直近１０年間のうち、
５年間佐賀県外に居住していたこと

 有田町に移住する直近１年間佐賀県外
に居住していたこと

 転入時における年齢が５９歳以下※（令
和５年３月３１日までの転入者の場合は、
４９歳以下）の方

 申請から５年以上、有田町に定住する
意思がある方、税の滞納がない方 等

就業

起業

農林漁業

スポーツ振興

伝統工芸

空き家活用

事業承継

地域の担い手要件
（いずれかひとつ）

👉さがジョブナビ
👉さがUターンナビ
（移住支援金対象
求人）

👉空き家バンク
👉空き家流通奨励金
👉空き家改修補助金

👉起業支援金
（地域活性化支援事業）

👉有田焼（製造・卸
売り・原料製造）等

👉佐賀県事業承継
・引継ぎセンター

👉SSP選手・指導者
佐賀定着支援金

👉経営開始資金
👉林業作業士研修

対象者要件

≪共通≫

さが暮らしスタート支援事業

※有田町へ転入後３か月から１年の間に申請



東京圏から有田町に移住された方で
一定の条件を満たす方に移住支援金を
交付します。

子育て世帯加算

“１００万円/人”
※18歳未満の方

東京圏とは・・・
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県
※条件不利地域を除く

※有田町へ事前相談が必要です。



対象者要件

≪共通≫

就業
👉さがジョブナビ
（移住支援金対象
求人）等

専門人材

起業

テレワーク移住

👉プロフェッショナル人材事業
👉先導的人材マッチング事業

👉起業支援金
（地域活性化支
援事業）

就業・起業の要件
（いずれかひとつ）

👉移住前の仕事をテレワークで
引き続き実施（自分の意志）

地方創生移住支援事業

 有田町に移住する直近１０年間のうち、
５年間東京２３区に居住または東京２３
区以外の東京圏に居住し、東京２３区内
に通勤していたこと

 有田町に移住する直近１年間東京２３
区に居住または東京２３区以外の東京
圏に居住し、東京２３区内に通勤してい
たこと

 申請から５年以上、有田町に定住する
意思がある方、税の滞納がない方 等

※有田町へ転入後３か月から１年の間に申請



結婚支援制度

相談・申請は有田町まちづくり課（本庁舎３階)まで
電話：０９５５－４６－２９９０
メール：machidukuri@town.arita.ne.jp



結婚に伴う経済的負担を軽減するため、結婚を機に新たな生活
を始められた新婚世帯に住宅にかかる費用を補助します。

≪補助対象経費≫

令和５年４月１日～令和６年３月３１日の間に支払った
以下の経費
 住宅購入費用
 賃貸借費用（家賃・仲介手数料・敷金・礼金）
 リフォーム費用
 引越費用（引っ越し業者への支払い

≪要件≫

 令和５年３月１日～令和６年３月３１日の間に
婚姻された夫婦

 婚姻日における夫婦の年齢が共に３９歳以下
 夫婦の所得の合計金額が500万円未満
※奨学金の返済がある方は別途計算

 税等の滞納がないこと 等・・・

※令和５年度の内容です。

※対象となる婚姻期間等は年度ごと
に変更になります。




